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粕　

谷　

隆　

宣

一
、
は
じ
め
に

中
世
社
会
は
飢
饉
・
疫
病
・
争
乱
等
に
よ
る
死
者
が
圧
倒
的
に
多
く
、
生
存
す
る
た
め
の
条
件
は
き
わ
め
て
厳
し
か
っ
た
こ
と

で
知
ら
れ
る
。
日
常
生
活
は
無
数
の
死
者
と
隣
り
あ
わ
せ
（
１
）で
あ
り
、「
死
」・
そ
れ
に
連
な
る
「
病
」
に
対
す
る
感
覚
は
、
現
代
と

は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。

そ
の
よ
う
な
社
会
状
況
の
中
で
、
仏
教
僧
の
は
た
し
た
役
割
は
き
わ
め
て
大
き
か
っ
た
。
高
度
な
医
学
知
識
と
、
読
経
・
加
持
・

修
法
・
授
戒
等
の
治
病
法
を
あ
わ
せ
て
お
こ
な
い
、
い
わ
ゆ
る
「
僧
医（２
）」

と
し
て
、
ひ
ろ
く
病
者
の
救
済
に
あ
た
っ
て
い
た
。

明
恵
上
人
高
弁
（
一
一
七
三
～
一
二
三
二
）
も
そ
の
中
の
一
人
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
［
新
村 

二
〇
一
三
］［
前
川 

二
〇
一
二
］
を

中
心
と
す
る
研
究
に
よ
っ
て
、
治
病
の
意
義
・
年
次
ご
と
の
修
法
形
態
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
く
わ
え
て
、
近
年
［
奥
田
・
平
野
・

前
川 

二
〇
一
五
］
の
研
究
は
、「
夢
」
と
の
関
連
に
よ
っ
て
、
明
恵
の
密
教
修
法
の
様
相
を
解
き
明
か
し
つ
つ
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、［
柴
崎 

二
〇
〇
三
］
が
指
摘
す
る
よ
う
に
（
３
）、
明
恵
の
密
教
思
想
の
研
究
は
断
片
的
で
あ
り
、
そ
の
密
教
修
法

に
つ
い
て
、
い
ま
だ
不
明
な
点
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
詳
細
を
検
討
す
る
こ
と
な
し
に
、
明
恵
の
密
教
思
想
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
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す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
こ
で
、
今
回
「
明
恵
の
治
病
修
法
」
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
治
病
の
特
徴
と
加
持
祈
祷
の
実
際
を
調
査
し
て
い
く
。
こ
の
作

業
に
よ
っ
て
明
恵
の
密
教
思
想
の
一
端
が
明
ら
か
と
な
り
、
祈
祷
者
・
教
化
者
と
し
て
の
明
恵
の
側
面
が
浮
き
彫
り
に
な
る
と
思

う
。

二
、
当
時
の
治
病
法
の
概
観

明
恵
の
内
容
に
入
る
前
に
、
当
時
の
治
病
法
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
よ
う
。

第
一
止
法　
　

心
を
一
定
の
場
所
に
止
住
せ
し
め
る
こ
と
を
重
視
（「
臍
」
を
心
中
に
念
じ
る
）

意
識
を
足
下
に
集
中
す
る

第
二
気
法　
　

六
種
の
呼
吸
法
（
六
気
法
）
に
よ
っ
て
「
冷
涼
」
の
想
を
な
す

外
界
の
清
浄
の
気
を
吸
入
し
、
体
内
の
不
浄
の
気
を
吐
出
す
る

第
三
息
法　
　

身
体
が
冷
寒
の
と
き
、
心
中
に
「
煖
」
を
空
想
し
つ
つ
実
行
す
る
吐
納
法
（
十
二
息
）

六
気
法
の
う
え
に
、
さ
ら
に
十
二
の
仮
想
（
精
神
活
動
）
を
も
っ
て
治
療

第
四
仮
想
法　

右
記
の
息
法
も
仮
想
を
お
こ
な
う
が
、
こ
こ
で
は
単
独
に
仮
想
を
お
こ
な
う
の
み
で
病
患
を
治
療　

第
五
観
心
法　

仮
想
法
や
気
息
法
を
ま
じ
え
ず
、
直
接
観
心
を
お
こ
な
う

疾
病
に
苦
し
む
心
そ
の
も
の
が
不
可
得
で
あ
る
か
ら
、
苦
し
む
も
の
も
実
在
し
な
い
と
観
得
し
、
病
患
が
治

癒
す
る

第
六
方
術
法　

外
道
の
方
術
は
も
と
よ
り
仏
教
（
密
教
）
系
の
方
術
で
あ
っ
て
も
、
低
俗
的
な
も
の
に
は
厳
し
い
批
判
を
加
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え
る

た
だ
し
、
鬼
神
や
魔
な
ど
外
部
の
触
発
が
原
因
で
あ
る
場
合
に
は
、
陀
羅
尼
を
誦
す
る
治
病
の
効
果
あ
り
と

す
る

※
［
安
藤 

一
九
七
一
］
四
〇
～
五
四
頁
参
照
の
う
え
作
成

こ
こ
に
掲
げ
た
の
は
「『
摩
訶
止
観
』
に
説
か
れ
る
六
種
治
病
法
」
で
あ
る
。
こ
の
内
容
は
、
当
時
の
治
病
法
の
基
底
と
な
っ

て
い
た
。『
摩
訶
止
観
』
が
広
く
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
る
が
、
い
わ
ば
治
病
の
「
教
科
書
」
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
受
容
さ

れ
て
い
た
教
説
と
し
て
知
ら
れ
る
。

こ
の
治
病
法
は
「
第
一
止
法
」
か
ら
「
第
六
方
術
法
」
に
お
よ
ぶ
も
の
で
、
ま
ず
治
病
に
は
「
心
を
一
定
の
場
所
に
止
住
」
す

る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
。
臍
を
心
中
に
念
ず
る
と
い
う
よ
う
に
、「
へ
そ
」
よ
り
下
の
足
下
に
意
識
を
集
中
し
、
足
の
血
行
を
よ
く

す
る
こ
と
を
治
病
の
根
本
に
据
え
る
。

つ
ぎ
に
「
気
法
」
で
は
、
六
種
の
呼
吸
法
（
六
気
法
）
に
よ
っ
て
「
冷
涼
」
の
想
を
な
す
こ
と
が
説
か
れ
る
。
こ
こ
で
外
界
の
清

浄
の
気
を
吸
入
し
、
体
内
の
不
浄
の
気
を
吐
出
す
る
。
そ
の
結
果
、
呼
吸
が
冷
涼
に
な
る
と
い
い
、「
一
種
の
深
呼
吸
療
法
」
を
示

し
て
い
る
。

続
い
て
「
息
法
」「
化
想
法
」
と
移
る
が
、「
第
五
観
心
法
」
は
直
接
観
心
を
お
こ
な
う
も
の
で
、
疾
病
に
苦
し
む
心
そ
の
も
の

が
不
可
得
で
あ
る
か
ら
、
苦
し
む
も
の
も
実
在
し
な
い
と
観
得
す
る
。
観
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
病
患
が
治
癒
す
る
と
い
う
、
天

台
大
師
智
顗
（
五
三
八
～
五
九
八
）
の
天
台
止
観
の
骨
格
を
な
す
重
要
な
項
目
を
説
く
。

智
顗
は
中
国
医
学
思
想
の
特
徴
で
あ
る
「
五
行
論
」
に
も
と
づ
き
、
五
行
・
五
臓
・
五
戒
・
五
根
・
五
色
等
の
、
相
克
・
対
応

関
係
に
よ
っ
て
疾
患
を
判
断
し
て
い
た
（
４
）。
ま
た
「
第
六
方
術
法
」
に
よ
れ
ば
、
鬼
神
や
魔
な
ど
外
部
の
病
敵
が
意
識
さ
れ
、
陀
羅

尼
を
誦
す
る
治
病
の
効
果
が
期
待
さ
れ
る
と
い
う
。
こ
の
点
は
と
く
に
注
目
す
べ
き
で
、密
教
呪
術
が
治
病
に
対
し
て
有
用
で
あ
っ
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た
こ
と
を
彷
彿
さ
せ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
中
世
最
高
の
知
識
集
団
は
天
台
宗
・
延
暦
寺
で
あ
り
、
そ
こ
は
文
化
の
中
心
で
も
あ
っ
た
。
仏
教
諸
宗
は
も

ち
ろ
ん
、
儒
教
・
和
歌
・
医
学
・
薬
学
の
た
ぐ
い
、
さ
ら
に
は
農
業
・
土
木
技
術
、
占
星
術
か
ら
兵
法
ま
で
教
え
て
い
た
と
い
う
。

い
わ
ば
一
種
の
総
合
大
学
が
延
暦
寺
で
、
そ
こ
で
修
行
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
『
摩
訶
止
観
』
に
こ
の
よ
う
な
教
説
が
あ
る
こ
と

は
非
常
に
興
味
深
く
、
ま
ず
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
平
安
時
代
中
期
以
降
の
病
気
治
療
は
「
僧
侶
、
医
師
、
陰
陽
師
」
と
い
う
、
お
も
に
三
種
類
の
職
種
の
者
が
行
っ

て
い
た
（
５
）。

病
人
が
で
た
場
合
に
は
、
陰
陽
師
が
呼
ば
れ
て
病
気
の
原
因
を
占
い
、
そ
れ
を
導
き
出
し
た
。
そ
れ
が
「
物モ
ノ

気ノ
ケ

」
で
あ
る
場
合

に
は
僧
侶
が
調
伏
を
行
っ
た
。
そ
し
て
食
中
毒
や
風
邪
の
場
合
に
は
、
医
師
が
投
薬
し
て
治
療
に
あ
た
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
様
々
な
病
因
の
中
で
、
も
っ
と
も
恐
れ
ら
れ
て
い
た
の
が
物
気
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
代
、
僧
侶
が

最
も
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
（
６
）と
い
っ
て
よ
い
。

で
は
、物
気
は
一
体
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
か
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
記
事
が
、平
安
末
頃
成
立
の
仏
教
説
話
集『
宝

物
集
』
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
弘
法
大
師
空
海
（
七
七
四
～
八
三
五
）
の
弟
子
・
真
済
（
八
〇
〇
～
八
六
〇
）
が
、
物
気
の
正
体
で
あ
っ
た

と
い
う
伝
承
で
あ
る
（
７
）。

真
済
は
、文
徳
天
皇
女
御
の
染そ
め

殿ど
の
の 

后き
さ
きに
恋
慕
し
、歎
い
て
入
滅
し
た
挙
句
「
紺
青
色
の
鬼
」
に
な
っ
て
后
を
患
わ
せ
て
し
ま
う
。

そ
の
病
気
治
療
の
た
め
に
は
「
山
々
寺
々
の
有
験
の
僧
を
め
し
て
、
加
持
」
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
こ
で
「
物
気
は
鬼
の
姿
」
で
表

現
さ
れ
、
加
持
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
（
８
）。
つ
ま
り
、
真
済
→
物
気
→
鬼
と
化
し
、
諸
僧
の
加
持
祈
祷
に
よ
っ
て
退
治
さ
れ
る
と
い

う
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
時
代
の
治
病
で
注
目
さ
れ
る
加
持
法
を
確
認
し
て
お
く
。
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そ
れ
は
「
ヨ
リ
マ
シ
加
持
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
こ
の
加
持
の
内
容
は
、
密
教
僧
を
招
い
て
ヨ
リ
マ
シ
（
９
）を
据
え
、
僧
の
加
持

に
よ
っ
て
病
原
と
な
る
霊
を
一
旦
ヨ
リ
マ
シ
に
移
し
、
結
果
、
正
体
を
暴
き
調
伏
す
る
と
い
う
儀
礼
で
あ
る
。
加
持
を
行
う
僧
は
、

験げ
ん
ざ
　者
と
呼
ば
れ
る
密
教
僧
で
あ
り
、
当
時
の
験
者
は
主
に
「
天
台
宗
の
僧
で
占
め
ら
れ
て
い
た
」
と
い
う

A
C
B

。

先
に
み
た『
摩
訶
止
観
』の
治
病
哲
学
、邪
気
を「
鬼
」と
見
な
す
視
点
、そ
し
て
、こ
の
ヨ
リ
マ
シ
加
持
に
も
、天
台
宗
僧
が
関
わ
っ

て
い
た
事
実
は
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
当
時
の
治
病
を
考
察
す
る
に
は
、
ま
ず
天
台
宗
僧
と
の
接
点
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
験
者
は
「
聖
僧
」
で
あ
っ
て
、「
中
世
の
聖
の
大
半
は
、
医
術
を
心
得
え
た
宗
教
者
で
あ
り
、
本
草
や
灸
治
な
ど
、
大

方
の
医
学
の
知
識
を
具
備
し
て
い
た

A
D
B

」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
医
学
に
通
じ
た
特
殊
技
能
は
、
聖
僧
が
庶
民
や

貴
族
と
接
触
す
る
際
の
強
み
と
な
っ
て
い
て
、
聖
→
僧
医
→
勧
進
と
い
う
視
点
は
、
じ
つ
に
明
恵
に
も
そ
の
ま
ま
当
て
嵌
ま
る
。

三
、
明
恵
の
治
病
事
歴
の
考
察

こ
れ
は
、
明
恵
が
著
し
た
『
華
厳
唯
心
義
』
奥
書
に
、

建
仁
元
年
二
月
二
十
一
日
ニ
、
成
弁
（
明
恵
）
身
ニ
病
ア
ル
ニ
依
テ
処
々
ニ
多
ク
灸
治
ヲ
加
フ
、
其
間
療
治
ノ
為
ニ
糸
野
之

前
兵
衛
尉
藤
原
ノ
宗
光
ノ
家
ニ
居
ス

A
E
B

（
括
弧
・
傍
線
筆
者
）

と
自
身
が
記
す
よ
う
に
、明
恵
も
自
ら
体
の
多
く
に
灸
治

A
F
B

を
加
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
は
た
し
て
、こ
れ
が
明
恵
自
身
が
行
っ

た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
ほ
か
の
人
間
の
治
療
に
よ
る
か
は
、
こ
の
文
で
は
判
然
と
し
な
い
。
し
か
し
後
に
考
察
し
て
い
く
よ
う
に
、

明
恵
に
も
灸
治
の
知
識
が
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
知
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
明
恵
が
灸
治
の
知
識
と
そ
の
施
術
に
よ
っ
て
、
貴
族
・

民
衆
な
ど
、様
々
な
人
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
っ
て
い
た
可
能
性
は
き
わ
め
て
高
い
。
と
く
に
、こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
た
「
藤
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原
宗
光
（
湯
浅
宗
光
）」
は
鎌
倉
時
代
前
期
の
紀
伊
国
の
武
士
で
、
湯
浅
党
の
祖
で
あ
っ
た
湯
浅
宗
重

A
G
B

の
七
男
に
あ
た
る
。
明
恵
の

母
は
宗
光
の
姉
妹
で
あ
っ
た
。
宗
光
の
政
治
的
な
手
腕
は
湯
浅
一
門
の
う
ち
で
も
抜
き
ん
で
て
お
り
、
湯
浅
党
の
勢
力
を
保
田
・

田
殿
・
石
垣
の
各
荘
か
ら
阿
弖
河
荘
の
有
田
川
流
域
に
の
ば
し
た
と
さ
れ
る
。
湯
浅
一
門
は
明
恵
敬
重
の
念
が
篤
く
、
な
か
で
も

宗
光
の
明
恵
に
対
す
る
帰
依
は
深
か
っ
た

A
H
B

。
し
た
が
っ
て
、
明
恵
自
ら
が
灸
治
を
お
こ
な
い
、
藤
原
宗
光
（
湯
浅
宗
光
）
邸
に
逗
留

し
て
い
た
と
み
て
よ
い
と
考
え
る
。

で
は
、
明
恵
は
こ
の
よ
う
な
知
識
を
ど
こ
で
得
た
の
だ
ろ
う
か
。
明
恵
が
修
学
し
た
当
時
の
状
況
で
確
認
し
て
お
く
べ
き
は
、

明
恵
の
師
匠
で
あ
る
。

明
恵
の
真
言
密
教
の
師
で
あ
っ
た
勧
修
寺
慈
尊
院
二
世
の「
興
然

A
I
B

」（
一
一
二
一
～
一
二
〇
三
）は
、幼
時
か
ら
勧
修
寺
寬
信（
一
〇
八
四

～
一
一
五
三
）
に
随
っ
て
、
両
部
大
法
・
護
摩
・
諸
尊
儀
軌
な
ど
を
受
学
し
た
。
と
く
に
、
諸
尊
法
の
研
究
・
儀
軌
の
蒐
集
に
あ
た
っ

た
こ
と
は
有
名
で
、
寛
信
・
観
祐
ら
の
諸
師
に
つ
い
て
、
じ
つ
に
二
百
回
を
超
え
る
伝
受
を
受
け
た
と
さ
れ
る
。
い
わ
ば
「
事
相

の
達
者
」
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
明
恵
は
晩
年
に
さ
し
か
か
っ
た
興
然
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
伝
授
を
受
け
て
い
た
。
明
恵
の

修
法
の
基
底
に
は
、
こ
の
興
然
か
ら
の
伝
授
が
あ
っ
た
こ
と
を
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

さ
て
、
明
恵
伝
の
根
本
資
料
で
あ
る
『
漢
文
行
状
』
に
は
、
明
恵
の
加
持
祈
祷
を
う
か
が
う
重
要
な
記
事
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ

は
湯
浅
宗
光
の
妻
に
対
し
て
、
明
恵
が
修
し
た
加
持
の
事
歴
で
あ
っ
た
。
宗
光
の
妻
は
幼
い
頃
か
ら
「
モ
ノ
」
に
感
じ
や
す
か
っ

た
。
こ
の
妻
は
十
二
～
三
歳
の
こ
ろ
「
霊
物
」
を
見
た
た
め
「
邪
気
」
に
悩
ん
で
い
た
。
建
仁
の
こ
ろ
懐
妊
の
お
り
に
一
層
苦
し

く
な
っ
た
が
、
明
恵
が
あ
る
夜
に
加
持
し
た
と
こ
ろ
、
霊
物
は
「
毘
舎
遮
鬼
の
類
（
三
匹
）」
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
毘
舎
遮

鬼
は
「
肉
を
食
ら
う
鬼
」
で
あ
り
、「
明
恵
の
高
徳
」
の
た
め
毘
舎
遮
鬼
は
妻
の
も
と
を
去
っ
た
が
、毘
舎
遮
鬼
の
求
め
に
応
じ
て
、

明
恵
修
法
の
「
施
餓
鬼
供
養
」
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
伝
え
る

A
J
B

。

「
邪
気
等
に
対
し
て
不
思
議
の
効
験
を
施
す
こ
と
其
の
例
多
し
と
い
え
ど
も
、
こ
の
如
く
の
事
に
至
っ
て
は
、
未
だ
見
聞
せ
ざ
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る
と
こ
ろ
な
り

A
K
B

」（
原
漢
文
・
傍
線
筆
者
）
と
い
う
よ
う
に
、
明
恵
の
生
涯
に
お
い
て
邪
気
降
伏
と
奇
瑞
の
類
が
少
な
く
な
か
っ
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
が
、
中
で
も
こ
の
記
事
は
詳
細
を
き
わ
め
、
前
代
未
聞
で
あ
っ
た
切
迫
し
た
状
況
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
概
要
を

挙
げ
る
と
、
次
の
五
項
目
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

①
宗
光
の
妻
は
年
来
持
病
（
腹
痛
）
を
患
っ
て
い
た
が
、
あ
る
時
病
状
が
進
行
し
、
ほ
と
ん
ど
「
邪
気
」
を
発
し
た
か
の
よ

う
に
な
っ
た
。

②
明
恵
が
加
持
せ
し
め
る
と
、
宗
光
の
妻
は
腰
に
激
痛
が
は
し
り
、
看
病
の
者
が
腰
を
押
さ
え
た
。

③
宗
光
の
妻
の
体
内
か
ら
声
が
あ
っ
て
（
妻
が
）
逆
上
し
た
。

④
油
で
揚
げ
た
（
炒
め
た
）
梅
の
枝
の
よ
う
な
も
の
が
三
つ
、
口
か
ら
吐
き
出
さ
れ
た
。
こ
れ
を
火
で
焼
い
て
も
、
し
ば
ら
く

は
燃
え
な
か
っ
た
。

⑤
そ
の
後
、
宗
光
の
妻
の
腹
病
は
た
ち
ま
ち
に
平
癒
し
た
。

『
漢
文
行
状
』
の
記
事
を
要
約

A
L
B

注
目
す
べ
き
は
④
で
あ
る
。
明
恵
の
加
持
に
よ
っ
て
、
宗
光
の
妻
の
口
か
ら
奇
妙
な
物
体
が
吐
き
出
さ
れ
た
様
子
が
わ
か
る
。

こ
の
油
で
揚
げ
た
（
炒
め
た
）
梅
の
枝
の
よ
う
な
も
の
は
「
本
ハ
一
、
末
ハ
三
岐
也

A
M
B

」
と
い
う
形
で
あ
っ
た
と
い
う
。

こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
想
像
に
な
る
が
、
こ
の
物
体
は
ち
ょ
う
ど
「
鬼
の
手
」
を
連
想
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
鬼
の
指
は
三
本
と
し

て
知
ら
れ
、
邪
気
が
鬼
と
し
て
、
そ
の
鬼
を
象
徴
す
る
手
の
形
と
な
っ
て
現
れ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
先
に
示
し

た
よ
う
に
、
明
恵
は
毘
舎
遮
鬼
と
対
峙
し
た
こ
と
が
あ
り
、
邪
気
が
「
鬼
」
で
あ
っ
た
理
解
は
、
明
恵
の
中
に
も
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
当
時
、
い
わ
ゆ
る
「
三
本
指
の
鬼
の
絵
」
は
巷
間
に
伝
播
し
て
い
た
こ
と
が
既
に
研
究
さ
れ
て
い
る
が

A
N
B

、
そ
う
い
っ
た
抽

象
物
が
こ
こ
に
投
影
さ
れ
た
か
ど
う
か
、
こ
の
関
連
も
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
特
異
な
物
体
が
明
恵
の

加
持
に
よ
っ
て
病
者
の
体
か
ら
出
来
し
、
そ
の
後
、
治
癒
に
及
ん
だ
事
実
は
無
視
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
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先
に
、
明
恵
が
宗
光
の
妻
に
対
し
て
加
持
を
行
っ
た
こ
と
に
触
れ
た
が
、
そ
れ
は
懐
妊
中
（
難
産
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
状

況
は
『
漢
文
行
状
』
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

所
生
の
子
平
安
な
り
と
い
え
ど
も
、
そ
の
母
絶
入
し
身
冷
え
息
絶
ぬ
。
上
人
、
仏
限
尊
の
前
に
お
い
て
誠
心
を
凝
し
祈
請
す
。

仏
眼
明
を
誦
し
、
香
水
を
加
持
す
る
こ
と
一
千
反
。
香
水
た
ち
ま
ち
に
水
器
の
上
に
沸
き
挙
る
。
白
色
に
し
て
乳
の
ご
と
し
。

か
の
香
水
を
取
て
頂
に
灌
ぐ
の
時
、
た
ち
ま
ち
以
て
蘇
生
す
。
仏
法
の
霊
験
末
世
辺
地
と
い
え
ど
も
、
な
お
未
だ
地
に
墜
ち

ず

A
O
B

（
原
漢
文
・
傍
線
筆
者
）

明
恵
が
仏
限
尊
の
前
で
香
水
加
持
し
た
と
こ
ろ
、
香
水
は
加
持
力
に
よ
っ
て
「
乳
白
色
」
と
な
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の

香
水
を
（
宗
光
の
妻
の
）
頭
頂
に
灌
い
だ
結
果
、（
宗
光
の
妻
は
）
た
ち
ま
ち
に
息
を
吹
き
返
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
明
恵
の
密
教
思
想
が
説
か
れ
た
重
要
な
聞
書

A
P
B

で
あ
る
『
真
聞
集
』
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
次
第
に
も
と
づ
き
、
明
恵
が

安
産
の
作
法
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

一
易
産
水
事
、
牛
膝
草
ノ
汁
ヲ
シ
ホ
リ
テ
入
浄
器
ニ
、
加
持
之
、
文
殊
一
字
呪
一
千
八
百
反
、
宝
楼
閣
護
身
呪
百
八
反
、
金
剛
解
脱
菩

薩
真
言
百
八
反
、
如
此
加
持
、
産
婦
ノ
産
作
ノ
時
婦
人
ノ
齊
ニ
ヌ
ル
ナ
リ
、
努
々
々
勿
令
服
之
云
々

A
Q
B

（
傍
線
筆
者
）

易
産

A
R
B

＝
安
産
の
た
め
に
、
こ
こ
で
は
、
牛ご
　
し
つ
そ
う

膝
草
の
汁
を
搾
っ
て
浄
器
に
入
れ
、
こ
れ
を
加
持
す
る
の
だ
と
い
う
。
ゴ
シ
ツ
ソ
ウ

と
は
、イ
ノ
コ
ヅ
チ

A
S
B

と
呼
ば
れ
る
草
を
表
し
て
い
る
よ
う
で
、こ
の
乾
燥
し
た
根
が
「
牛
膝
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
草
の
節
が
「
牛

の
ひ
ざ
ふ
し
」
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
名
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。

こ
の
薬
効
作
用
を
明
恵
は
熟
知
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
を
妊
婦
の
臍
に
塗
っ
て
、
安
産
の
作
法
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
わ
れ
る
。
牛
膝
は
強
壮
剤
の
た
め
、
妊
婦
に
飲
ま
せ
て
は
い
け
な
い
こ
と
が
古
く
か
ら
伝
承
さ
れ
る
が
、
そ
の
点
も
明
恵

は
理
解
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
明
恵
は
、
安
産
祈
祷
の
際
に
「
加
持
」
を
重
視
し
、
様
々
な
作
法
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、
加
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持
の
行
法
や
陀
羅
尼
の
読
誦
と
い
っ
た
よ
う
に
、
真
言
事
相
に
通
暁
し
て
い
た
明
恵
の
姿
を
彷
彿
さ
せ
る
。
こ
れ
は
、『
真
聞
集
』

に
説
か
れ
た
つ
ぎ
の
記
事
を
み
る
と
、
一
層
明
白
と
な
る
。

一
隨
求
陀
羅
尼
五
色
加
持
事
、
口
云
、
以
宝
楼
閣
法
為
地
躰
ト
可
行
也
、
五
色
加
持
ハ
為
病
者
可
行
之
、
五
色
加
持
ノ
壇
別

ニ
可
儲
之
、
普
通
ノ
供
ノ
壇
ノ
勢
程
ニ
テ
有
へ
キ
ナ
リ

A
T
B

（
傍
線
筆
者
）

一
五
色
加
持
事
、
除
青
色
ヲ
余
ノ
四
色
即
地
水
火
風
是
也
、
四
大
ノ
病
ヲ
四
瓶
ニ
加
持
シ
入
テ
遠
弃
擲
之
也
、
即
空
四
大
種

之
病
義
也
云
々

A
U
B

（
傍
線
筆
者
）

こ
の
五
色
加
持
の
項
目
を
み
る
と
、「
宝
楼
閣
法
」
を
根
本
に
据
え
、「
病
者
の
た
め
に
加
持
」
を
行
う
の
だ
と
い
う
。
明
恵
は

建
永
元
年
（
一
二
〇
六
）
に
宝
楼
閣
法
を
集
中
的
に
修
し
て
お
り
、「
自
行
」
と
い
う
よ
り
も
「
他
行
」、
つ
ま
り
人
の
た
め
に
修
し

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
宝
楼
閣
ノ
名
ハ
以
一
切
如
来
福
徳
聚
ヲ
、授
一
切
衆
生
ニ
義
也
云
々

A
V
B

」
と
『
真
聞
集
』

で
示
す
よ
う
に
、
そ
の
思
想
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
貴
顕
に
対
し
て
特
に
宝
楼
閣
法
が
修
さ
れ
る
要
因
の
一
つ
は
、

こ
の
よ
う
な「
他
行
」の
視
点
に
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、注
目
さ
れ
る
の
は
、宝
楼
閣
法
が「
佛
眼
法
」

と
同
時
に
進
行
し
て
い
る
こ
と
で
、
佛
眼
法
と
セ
ッ
ト
で
修
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
で
あ
る

A
W
B

。

こ
こ
で
「
四
大
の
病
を
四
瓶
に
加
持
し
入
れ
、
遠
く
こ
れ
を
弃
擲
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
東
瓶
―
地
大
、
南
瓶
―
水
大
、
西

瓶
―
火
大
、
北
瓶
―
風
大
の
四
瓶
に
、
四
大
の
病
を
加
持
し
お
さ
め
て
、
四
方
に
遠
く
弃
擲
（
き
て
き
・
な
げ
す
て
る
）
こ
と
が
示
さ

れ
る
。「
一
大
」
の
不
調
が
「
百
一
の
病
」
を
引
き
起
こ
す
こ
と
か
ら
、
総
じ
て
四
百
四
病
を
と
り
除
く
と
い
う
修
法
で
あ
っ
た

A
X
B

。

な
お
明
恵
は
、
建
保
六
年
（
一
二
一
八
）
十
月
、
洛
陽
白
川
督
三
品
局
の
邸
に
お
い
て
、
三
品
局
の
子
息
の
治
病
の
た
め
五
色
加

持
法
を
修
し
て
い
る
。
病
人
（
三
品
局
の
子
）
は
、「
大
な
る
栗
ほ
ど
あ
る
血
」
を
吐
き
出
し
て
平
癒
し
た
と
い
う

A
Y
B

。
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四
、
加
持
温
病
法
と
「
楊
枝
」

当
時
、
高
熱
を
出
す
病
気
・
熱
病

A
Z
B

と
し
て
「
温
病
」
と
い
う
病
が
知
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
中
国
医
学
の
一
つ
の
病
名
で
、
種
々

の
発
熱
性
急
性
伝
染
病
の
総
称
と
い
う
。
そ
の
内
容
は
時
代
に
よ
っ
て
不
同
で
あ
る
が
、「
外
邪
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
る
」
こ
と
を

特
徴
と
し
て
い
る
。

『
真
聞
集
』
に
は
「
摩
怛
利
神
法
」
な
る
作
法
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、「（
師
の
口
伝
と
し
て
）
此
の
法
は
発
熱
の
病
の
時
に
こ
れ

を
行
ず
べ
し

A
[
B

」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
と
同
じ
く
、『
真
聞
集
』
に
あ
る
「
却
温
神
呪
経
婆
羅
佉
事
」
に
は
、

熱
病
相
発
此
経
常
可
読
也
、或
書
写
之
門
上
安
之
、又
七
鬼
名
号
常
可
唱
之
、又
五
色
糸
結
七
鬼
梵
号
、身
安
置
之

A
\
B

（
傍
線
筆
者
）

と
、
七
鬼
の
名
字
を
正
し
く
唱
え
る
際
に
、
三
度
「
婆
羅
佉

A
]
B

」
と
誦
す
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
る
。
当
奥
書
に
は
、
明
恵
が
建
久
四

年
（
一
一
九
三
）
正
月
十
二
日
に
興
然
か
ら
受
法
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
同
じ
奥
書
の
日
付
で
あ
る
「
摩
怛
利
神
法
」
と
同

一
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
口
訣

A
^
B

の
典
拠
と
な
る
経
典
が
『
却
温
黄
神
呪
経
』
で
あ
る
。
当
経
は
、
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
ー
リ
ー
（
維
耶
離
）
に
お
け
る
疫
病
の

発
生
と
、そ
れ
に
対
処
す
る
釈
尊
の
救
済
巡
行
譚
を
伝
承
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。『
却
温
黄
神
呪
経
』
は
、そ
の
系
統
に
連
な
る
『
除

恐
災
患
経
』
や
『
灌
頂
経
大
神
呪
経
』
第
九
巻
な
ど
の
数
種
の
神
呪
経
や
陀
羅
尼
を
素
材
と
し
て
構
成
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
疫
病
・
温
黄
（
発
熱
性
の
急
性
伝
染
病
）
に
対
処
す
る
特
別
の
目
的
で
編
成
さ
れ
た
、
中
国
撰
述
の
神
呪
経
と

の
説
示
が
あ
る

A
_
B

。 

明
恵
は
建
永
元
年
（
一
二
〇
六
）
五
月
、疫
病
の
た
め
病
床
に
あ
っ
た
湯
浅
光
重
（
宗
光
の
兄
で
あ
る
宗
方
の
息
）
夫
妻
の
病
を
見
舞
っ
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て
、
そ
の
五
日
に
加
持
温
病
法
を
修
し
た
。
当
初
、
夫
妻
が
南
枕
で
あ
っ
た
た
め
効
果
が
な
か
っ
た
が
、
北
向
き
に
改
め
て
（
こ

れ
は
光
重
の
夢
に
よ
る
）
再
び
修
し
た
と
こ
ろ
、
病
は
お
の
ず
か
ら
治
癒
す
る
に
至
っ
た
。
そ
の
夜
、
光
重
の
妻
の
も
と
に
三
人
の

衰
え
た
白
髮
の
老
女（
有
三
人
老
女
、白
髪
枯
羸
形
也
）が
現
れ
、明
恵
が
そ
れ
ら
を
退
け
た
夢
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
法
験
に
よ
っ

て
病
が
癒
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う

A
`
B

。

こ
こ
で
明
恵
が
修
し
た
『
温
病
加
持
法
』
は
、
先
の
興
然
か
ら
の
口
訣
と
思
わ
れ
る
『
真
聞
集
』
掲
載
の
「
却
温
神
呪
経
婆
羅

佉
事
」：「
摩
怛
利
神
法
」：「
五
色
加
持
事
」
と
は
、
そ
の
内
容
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
明
恵
自
ら
が
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

明
恵
作
の
修
法
次
第
の
概
要
を
挙
げ
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

㈠
浄
器
に
白
芥
子
、
炭
お
よ
び
水
を
盛
り
壇
上
に
置
く
（
楊
枝
を
準
備
）

㈡
軍
荼
利
呪
を
も
っ
て
こ
れ
を
加
持
す
る

㈢
ラ
ン
、
バ
ン
、
二
字
観

㈣
表
白
「
呪
水
の
功
に
よ
っ
て
一
切
の
病
脳
を
消
し
、
呪
枝
の
力
に
よ
っ
て
五
体
の
安
穏
を
得
」

㈤
自
身
毘
沙
門
天
王
と
観
想

㈥
根
本
印
言
、
結
印
誦
呪

㈦
加
持
楊
枝
作
法
の
後
、
病
室
に
至
り
、
北
方
に
向
か
っ
て
祭
文
を
読
む

㈧
祭
文
読
み
お
わ
っ
て
、
病
者
に
楊
枝
を
抱
え
さ
せ
、
神
水
を
灌
ぐ
（
先
四
方
、
護
自
身
同
伴
也
、
次
病
者
）

㈨
本
尊
呪
、
降
魔
陀
羅
尼
等
を
誦
し
治
病
祈
願

A
a
B

こ
こ
で
問
題
と
す
べ
き
は
、
㈠
に
あ
わ
ら
れ
た
「
楊
枝
」
を
用
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
に
関
連
し
て
、
㈣
で
は
、
呪
水
の
功
に
よ
っ
て
一
切
の
病
脳
を
消
し
去
り
、
こ
の
「
呪
枝
の
力
」
に
よ
っ
て
五
体
の
安
穏
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が
得
ら
れ
る
こ
と
を
説
く
。

つ
ま
り
、
白
芥
子
・
炭
で
加
持
し
た
浄
水
と
、
こ
こ
に
登
場
す
る
楊
枝
と
は
、
同
一
の
価
値
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示

さ
れ
、
加
持
作
法
に
は
不
可
欠
の
法
具
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
真
言
密
教
で
楊
枝
と
い
っ
た
場
合
、
灌
頂
の
三
摩
耶
戒
で
使
用

す
る
「
歯
木
」
が
想
起
さ
れ
る
が
、
㈧
に
、
祭
文
が
読
み
お
わ
っ
て
か
ら
、「
病
者
に
楊
枝
を
抱
え
さ
せ
る
」
と
す
る
よ
う
に
、
歯

木
程
度
の
大
き
さ
を
抱
え
る
こ
と
に
疑
問
符
が
つ
く
。
つ
ま
り
、
よ
り
形
の
大
き
な
「
楊
枝
」
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測

す
る
。

そ
こ
で
、『
密
教
大
辞
典
』
の
「
請
観
音
法
」
の
記
事
を
参
照
す
る
と
、
こ
の
法
は
ま
た
「
楊
枝
浄
水
法
」
と
名
づ
け
る
こ
と

で
知
ら
れ
る
。
こ
れ
は
『
請
観
世
音
菩
薩
消
伏
毒
害
陀
羅
尼
呪
経
』
に
よ
っ
て
疫
病
を
除
く
た
め
観
音
に
供
養
す
る
法
で
、
台
密

に
お
こ
な
わ
れ
る
修
法
で
あ
る
と
い
う
。『
阿
娑
縛
抄
』
に
は
請
観
音
像
が
左
手
に
楊
枝
を
と
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
千
手
観
音

の
四
十
手
中
、
楊
柳
は
病
を
除
く
こ
と
か
ら
、
楊
枝
と
楊
柳
観
音
と
の
密
接
な
関
係
へ
と
通
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
『
密
教
大
辞
典
』

に
は
「
一
説
に
は
大
瓶
に
藁
を
結
集
し
て
挿
し
、
藁
の
ま
わ
り
に
歯
木
を
差
し
た
る
を
壇
の
中
央
に
置
く
。
あ
る
い
は
壇
の
奥
の

方
に
澡
罐
一
口
を
置
き
、
こ
れ
に
揚
柳
枝
を
挿
す
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
仮
に
こ
の
大
き
さ
を
推
定
す
る
な
ら
、
抱
え
さ
せ
る
大

き
さ
と
矛
盾
は
な
い
。
つ
ま
り
、『
温
病
加
持
法
』
の
次
第
に
よ
れ
ば
、
こ
の
説
示
を
明
恵
が
知
っ
て
い
た
可
能
性
も
浮
上
す
る
。

事
実
、
管
見
で
は
興
然
の
『
五
十
巻
鈔
』
で
こ
の
よ
う
な
「
楊
枝
」
に
関
す
る
説
示
は
見
あ
た
ら
ず
、
そ
の
他
の
東
密
諸
流
で
も
、

記
載
が
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
楊
枝
の
重
視
は
、
い
わ
ゆ
る
台
密
の
影
響

A
b
B

も
無
視
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
今
後
、
台
密
関
係
の
次

第
調
査
を
ふ
く
め
、
引
き
続
き
検
討
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。
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五
、
ま
と
め

こ
れ
ま
で
明
恵
の
治
病
修
法
の
特
徴
を
述
べ
て
き
た
が
、
つ
ぎ
に
そ
れ
ら
を
確
認
し
、
集
約
し
て
い
く
。

ま
ず
、病
気
の
原
因
で
あ
る
「
邪
気
」
が
「
鬼
」
と
し
て
意
識
さ
れ
、し
か
も
「
具
体
的
な
事
物
」
と
な
っ
て
現
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

正
体
不
明
の
霊
物
が
明
恵
の
加
持
に
よ
り
、
事
物
と
な
っ
て
変
化
し
た
こ
と
は
衝
撃
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
事
例
は
特
異
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
明
恵
の
受
法
は
興
然
（
勧
修
寺
系
）
を
中
心
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
明
恵
の

修
法
の
基
盤
は
真
言
宗
で
あ
り
、
仁
和
寺
の
修
学
は
そ
の
底
流
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
回
の
考
察
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る

台
密
の
治
病
法
と
軌
を
一
に
す
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
影
響
も
無
視
で
き
な
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

明
恵
は
、
い
わ
ゆ
る
遁
世
の
立
場
を
と
り
僧
官
・
僧
位
は
う
け
な
か
っ
た
が
、
晩
年
に
は
朝
廷
・
貴
族
の
帰
依
を
う
け
る
こ
と

が
多
か
っ
た

A
c
B

。
そ
の
最
大
の
理
由
は
、
今
回
み
て
き
た
よ
う
な
「
験
力
」
が
相
当
に
伝
播
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
明
恵
は

あ
る
時
期
か
ら
次
第
に
修
法
か
ら
離
れ
て
い
き
、
授
戒
を
採
用
す
る
こ
と
が
多
く
な
る
と
指
摘
さ
れ
る

A
d
B

。
し
か
し
な
が
ら
、
晩
年

に
至
る
「
光
明
真
言
加
持
土
砂
」
の
宣
揚
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
密
教
行
法
を
核
と
す
る
「
聖
」
と
し
て
の
活
動
は
生
涯
続
け
ら

れ
て
お
り
、
そ
れ
は
ひ
ろ
く
民
衆
に
も
弘
ま
っ
て
い
っ
た
。

今
後
は
こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
「
教
化
者
と
し
て
の
明
恵
」
に
、
よ
り
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

註（
１
） ［
井
原 

二
〇
〇
四
］
一
五
頁
。

（
２
） ［
新
村 

一
九
八
五
］
三
五
〇
頁
。
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（
３
） 《
あ
と
が
き
》
に
「
明
恵
の
密
教
思
想
は
、『
梅
尾
御
物
語
』『
真
聞
集
』『
却
癈
忘
記
』『
観
智
記
』
等
の
聞
書
類
に
も
散
説
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
聞
書
類
に
散
説
さ
れ
て
い
る
明
恵
の
密
教
に
関
す
る
口
説
を
整
理
し
体
系
化
す
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
明
恵
の
密
教
思
想
を
解
明
す
る

上
で
、
是
非
と
も
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
非
常
に
重
要
な
作
業
で
あ
る
」
と
記
し
「
上
に
指
摘
し
た
点
を
含
め
た
問
題
点
を
解
明
し
、

そ
の
成
果
を
積
み
上
げ
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
更
な
る
明
恵
に
つ
い
て
の
総
合
的
な
研
究
を
展
開
し
て
い
き
た
い
」（
傍
線
筆
者
）
と
結
ん

で
あ
る
。

（
４
） ［
山
野 
一
九
八
五
］
一
一
六
頁
・
一
二
九
頁
参
照
。

（
５
） 平
安
時
代
中
期
以
降
の
病
気
治
療
は
、
僧
侶
、
医
師
、
陰
陽
師
の
三
種
類
の
職
種
の
者
が
行
っ
て
い
た
。
病
人
が
で
た
場
合
に
は
、
し
ば
し

ば
陰
陽
師
が
呼
ば
れ
て
病
気
の
原
因
（
神
や
呪
詛
、
霊
鬼
、
毒
薬
、
厨
膳
、
風
邪
等
）
を
占
い
、
そ
れ
を
導
き
出
し
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ

が
物
気
で
あ
る
場
合
に
は
主
に
僧
侶
が
調
伏
を
行
い
、
食
中
毒
や
風
邪
の
場
合
に
は
主
に
医
師
が
投
薬
し
て
治
療
に
あ
た
り
、
神
や
呪
詛
で

あ
る
場
合
に
は
、
主
に
陰
陽
師
が
祭
や
祓
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
様
々
な
病
気
の
原
因
の
中
で
も
っ
と
も
恐
れ
ら
れ
て
い
た
の
が
、
物
気
で

あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
僧
侶
が
最
も
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
（［
小
山 

二
〇
一
三
］
一
一
～
一
二
頁
参
照
・
傍
線
筆
者
）。

（
６
） 同
右
。

（
７
） 文
徳
天
皇
女
御
の
染
殿
后
が
「
紺
青
鬼
と
い
ふ
御
も
の
の
け
に
と
り
こ
め
ら
れ
た
話
」（『
宝
物
集
』
一
一
七
七
～
一
一
八
一
成
立
）。

（
８
） ［
小
山 

二
〇
二
〇
］
一
五
五
頁
参
照
。

（
９
） 神
な
ど
の
超
越
霊
が
依
り
つ
く
憑
体
の
う
ち
、
樹
木
や
岩
石
な
ど
の
物
体
で
あ
る
場
合
を
依
代
（
よ
り
し
ろ
）
と
称
し
、
人
ま
た
は
人
形
（
ひ

と
が
た
）
の
場
合
を
「
よ
り
ま
し
」
と
い
う
。
王
朝
の
貴
族
社
会
で
は
、病
死
禍
厄
の
原
因
が
、祟
り
を
及
ぼ
す
幽
鬼
、生
霊
（
い
き
り
ょ
う
）、

死
霊
（
し
り
ょ
う
）、
物
怪
（
も
の
の
け
）
な
ど
の
憑
依
だ
と
み
て
、
そ
れ
ら
の
憑
霊
を
追
い
祓
う
た
め
、
巫
女
や
験
者
に
加
持
祈
祷
を
も
と

め
た
（『
国
史
大
辞
典
』
桜
井
徳
太
郎
）。
こ
れ
ま
で
の
諸
賢
の
研
究
に
よ
っ
て
、
童
男
童
女
な
ど
様
々
な
も
の
が
「
ヨ
リ
マ
シ
」
と
と
ら
え

ら
れ
て
い
る
。

（
10
） 「『
源
氏
物
語
』
や
『
枕
草
子
』
に
よ
っ
て
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
貴
族
た
ち
が
邪
気
を
煩
っ
た
場
合
に
は
読
経
や
修
法
だ
け
で
な
く
、
密

教
僧
を
招
き
ヨ
リ
マ
シ
を
据
え
、
僧
の
加
持
に
よ
っ
て
病
原
と
な
る
霊
を
ヨ
リ
マ
シ
に
移
し
て
正
体
を
暴
き
調
伏
す
る
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い

た
。（
中
略
）
ま
た
、
加
持
を
行
う
僧
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
験
者
と
呼
ば
れ
る
密
教
僧
で
あ
っ
た
こ
と
は
早
く
か
ら
示
さ
れ
て
い
た
が
、
近
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年
、
験
者
は
主
に
天
台
宗
の
僧
で
占
め
ら
れ
て
い
た
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
さ
ら
に
十
三
世
紀
半
ば
以
後
の
皇
后
ら
の
出
産
時
の
験
者

は
天
台
宗
寺
門
派
の
園
城
寺
僧
が
ほ
ぼ
独
占
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
験
者
に
求
め
ら
れ
る
験
力
が
山
岳
修
験
に
よ
り
得
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
り
、
園
城
寺
の
修
験
支
配
と
関
連
す
る
現
象
で
あ
っ
た
と
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
」（［
上
野 

二
〇
一
三
］
七
七

～
七
八
頁
・
傍
線
筆
者
）。

（
11
） 「
中
世
の
聖
の
大
半
は
、
医
術
を
心
得
え
た
宗
教
者
で
あ
り
、
本
草
や
灸
治
な
ど
、
大
方
の
医
学
の
知
識
を
具
備
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

そ
れ
が
勧
進
と
い
う
目
的
が
あ
る
場
合
に
は
、
謝
礼
や
土
産
と
し
て
地
方
の
医
薬
や
符
を
持
参
し
た
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
こ
の
医
学
に

通
じ
た
職
能
が
、
庶
民
と
接
す
る
の
に
恰
好
の
条
件
で
あ
り
、
公
家
な
ど
の
邸
宅
に
往
来
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
有
力
な
要
素
で
あ
っ
た
こ

と
が
指
摘
で
き
る
」［
根
井 

一
九
七
七
］
一
七
九
頁
・
傍
線
筆
者
。
な
お
「
湯
治
」
も
有
効
な
治
病
法
と
し
て
、
こ
の
と
き
か
ら
注
目
さ
れ
て

い
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
効
果
に
期
待
は
で
き
な
か
っ
た
。「
九
条
兼
実
の
日
記
『
玉
葉
』
に
は
、「
湯
治
」
の
語
が
二
〇
ヶ
所
あ
る
が
、
兼
実

自
身
、
湯
治
に
よ
っ
て
病
が
軽
減
し
た
と
い
う
記
載
は
見
あ
た
ら
な
い
。
む
し
ろ
「
湯
治
の
余
気
快
か
ら
ず
」
と
い
う
よ
う
に
、
さ
し
て
効

果
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
」（［
寺
川 

二
〇
〇
二
］・
傍
線
筆
者
）。

（
12
）『
高
山
寺
典
籍
文
書
の
研
究
』
七
三
九
。

（
13
）
当
時
の
灸
は
、
針
よ
り
も
気
を
補
益
す
る
効
果
が
あ
る
と
さ
れ
、
手
技
も
容
易
で
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
施
灸
は
ま
ず
吉

凶
の
選
定
に
は
じ
ま
り
、灸
治
の
後
は
神
事
・
仏
事
を
避
け
る
と
い
う
諸
禁
忌
の
遵
守
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。［
新
村 

二
〇
一
一
］ 

四
八
頁
参
照
。

（
14
）
平
家
都
落
ち
の
後
、
元
暦
元
年
（
一
一
八
四
）
宗
重
は
平
重
盛
の
子
忠
房
を
被
護
し
て
湯
浅
城
に
兵
を
集
め
た
が
、
文
覚
を
介
し
て
の
源
頼

朝
の
勧
誘
に
応
じ
源
氏
側
に
降
っ
た
。
つ
い
で
源
義
経
・
同
行
家
の
挙
兵
に
際
し
、
そ
の
催
促
に
従
わ
ず
、
頼
朝
に
忠
誠
を
尽
く
し
た
た
め
、

文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
五
月
、
そ
の
恩
賞
に
浴
し
、
相
伝
の
所
領
を
安
堵
さ
れ
、
ま
た
京
都
守
護
一
条
能
保
に
属
し
た
。
な
お
、
宗
重
の

四
女
は
平
重
国
に
嫁
し
、
明
恵
を
生
ん
だ
（『
国
史
大
辞
典
』
安
田
元
久
）。

（
15
）［
松
本 

一
九
七
九
］
一
三
二
頁
参
照
。

（
16
）
平
安
・
鎌
倉
時
代
初
期
の
真
言
宗
の
僧
。
勧
修
寺
慈
尊
院
二
世
。
本
名
は
智
海
。
字
は
理
明
房
。
俗
姓
不
詳
。
保
安
二
年
（
一
一
二
一
）
生

ま
れ
る
。
幼
時
か
ら
勧
修
寺
寛
信
に
随
っ
て
両
部
大
法
・
護
摩
・
諸
尊
儀
軌
な
ど
を
受
学
し
た
。
そ
の
他
念
範
か
ら
伝
法
灌
頂
を
受
け
た
の

を
は
じ
め
、実
任
・
良
勝
・
喜
俊
・
亮
恵
・
増
恵
・
実
範
ら
に
も
付
法
さ
れ
、受
法
は
前
後
八
回
に
わ
た
っ
た
。
特
に
興
然
は
保
延
三
年
（
一
一
三
七
）
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こ
ろ
か
ら
晩
年
に
至
る
ま
で
諸
尊
法
の
研
究
・
儀
軌
の
蒐
集
に
あ
た
り
、
寛
信
・
観
祐
ら
の
諸
師
に
も
つ
い
て
二
百
回
を
超
え
る
伝
受
を
受
け
、

そ
れ
ら
を
編
纂
し
た
事
相
・
図
像
関
係
の
著
作
を
多
く
残
し
た
。
著
名
な
も
の
に
、
二
十
一
年
を
か
け
て
建
仁
三
年
（
一
二
〇
三
）
成
立
の

諸
尊
法
な
ら
び
に
事
相
上
の
重
要
事
項
を
記
し
た
『
五
十
巻
鈔
』
五
十
巻
、
図
像
集
の
先
駆
を
な
す
『
金
剛
界
七
集
』
二
巻
、『
図
像
集
』
七

巻
な
ど
が
あ
る
。
建
仁
三
年
十
一
月
三
十
日
入
寂
。
歳
八
十
三
。
付
法
の
弟
子
は
栄
然
・
覚
禅
・
成
宝
ら
三
十
一
人
（『
国
史
大
事
典
』
武
内

孝
善
）。

（
17
）『
明
資
一
』
一
〇
九
～
一
一
〇
参
照
。

（
18
）『
明
資
一
』
一
〇
九
。

（
19
）
同
右
。

（
20
）
同
右
。

（
21
）［
小
山 

二
〇
二
〇
］
一
六
〇
～
一
六
四
頁
参
照
。

（
22
）『
明
資
一
』
一
一
一
。

（
23
）
密
教
の
相
承
で
は
、
師
資
間
で
口
授
に
よ
る
伝
授
が
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
師
僧
の
教
説
を
弟
子
が
筆
録
し
た
も
の
が
「
聞
書
」
で
あ
る
。
聞

書
に
は
弟
子
が
筆
録
し
た
も
の
だ
け
で
な
く
、
広
く
口
伝
を
収
録
し
た
も
の
も
見
ら
れ
る
（［
永
村 

二
〇
二
〇
］
一
五
〇
頁
）。

（
24
）『
明
資
三
』
二
二
五
。

（
25
） い
さ
ん
＝
安
産
の
こ
と
。
密
教
で
は
、
と
く
に
火
を
つ
け
て
炬
と
し
、
水
に
つ
け
て
も
消
え
な
い
樺
を
選
ん
で
、
准
胝
観
音
の
真
言
を
書
い

て
妊
婦
の
帯
に
入
れ
る
作
法
が
伝
え
ら
れ
た
。

（
26
）
植
物
―
イ
ノ
コ
ズ
チ
（
牛
膝
）。
ヒ
ユ
科
の
多
年
草
。
各
地
の
山
野
や
道
ば
た
に
ふ
つ
う
に
見
ら
れ
る
。
乾
燥
し
た
根
は
牛
膝
（
ご
し
つ
）
と

呼
ば
れ
、
利
尿
・
強
精
剤
と
し
、
ま
た
、
挿
入
し
て
堕
胎
用
に
使
わ
れ
た
と
い
う
。『
名
語
記
』「
ゐ
の
く
づ
ち
如
何
。
答
、
牛
膝
と
も
か
け
り
。

か
の
草
の
節
は
、
牛
の
ひ
ざ
ふ
し
に
似
た
れ
ば
、
牛
膝
草
と
は
か
け
り
」（
傍
線
筆
者
・『
日
本
国
語
大
辞
典
』
参
照
）。

（
27
）『
明
資
三
』
二
一
四
。

（
28
）『
明
資
三
』
二
一
五
～
二
一
六
。

（
29
）『
明
資
三
』
二
七
三
～
二
七
四
。
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（
30
）［
粕
谷 

二
〇
一
六
］
九
〇
頁
参
照
。

（
31
）『
明
資
三
』
二
一
八
参
照
。

（
32
）『
明
資
三
』
二
一
五
参
照
。

（
33
）
熱
病
に
関
し
て
マ
ラ
リ
ア
以
外
の
療
法
に
、『
大
陀
羅
尼
末
法
中
一
字
心
呪
経
』
に
み
え
る
一
字
金
輪
仏
頂
の
真
言
を
、
索
を
結
び
な
が
ら

百
八
回
唱
え
る
法
（
大
正
一
九
、三
一
九
中
）
が
あ
り
、
繁
簡
種
々
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
予
防
法
と
し
て
も
十
一
面
観
世
音
神
呪

等
を
は
じ
め
、
こ
れ
ら
を
掲
げ
る
密
教
経
典
は
非
常
に
多
い
（［
福
永 

一
九
七
二
］
二
五
七
頁
参
照
）。

（
34
）『
明
資
三
』
一
九
三
。

（
35
）『
明
資
三
』
一
九
四
。

（
36
）「
婆
羅
佉
」
の
梵
語
は
『
雑
阿
含
経
』
の
「
遮
羅
迦
」
を
訳
し
て
「
遣
使
」
と
い
う
、
と
の
説
示
が
あ
る
（『
明
資
三
』
二
一
二
参
照
）。

（
37
）
こ
の
口
訣
は
『
伝
流
聖
教
』「
小
次
第
」
の
中
に
も
お
さ
め
ら
れ
て
お
り
、
高
山
寺
に
残
さ
れ
た
明
恵
の
伝
が
、
江
戸
期
に
顕
証
に
よ
っ
て
伝

え
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（［
孤
島 

二
〇
二
一
］
参
照
）。

（
38
）［
小
林 

二
〇
〇
八
］［
小
林 

二
〇
〇
九
］
参
照
。

（
39
）『
明
資
三
』
二
六
二
～
二
六
四
参
照
。

（
40
） 『
明
資
三
』
二
六
二
～
二
六
四
（『
真
聞
集
』
記
載
の
次
第
を
要
約
）。

（
41
） 

顕
密
の
一
致
を
強
調
す
る
明
恵
の
密
教
理
解
が
、
台
密
に
通
じ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
（［
前
川 

二
〇
一
二
］
七
七
頁
参
照
）。

（
42
）［
田
中 

一
九
六
一
］
二
頁
参
照
。

（
43
）［
前
川 

二
〇
一
二
］
一
八
八
～
二
〇
二
頁
参
照
。

［
参
考
文
献
］

高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
編
『
明
恵
上
人
資
料
第
一
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
一

高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
編
『
明
恵
上
人
資
料
第
三
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七

高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
編
『
高
山
寺
典
籍
文
書
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
〇
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高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
編
『
高
山
寺
経
蔵
典
籍
文
書
目
録
第
一
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
三

井
原
今
朝
男
『
中
世
寺
院
と
民
衆
』
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
四

新
村
拓
『
日
本
医
療
社
会
史
の
研
究
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
五

新
村
拓
『
日
本
仏
教
の
医
療
史
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
三

新
村
拓
編
『
日
本
医
療
史
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一

田
中
久
夫
『
人
物
叢
書　

明
恵
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
一

前
川
健
一
『
明
恵
の
思
想
史
的
研
究
―
思
想
構
造
と
諸
実
践
の
展
開
―
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
二

奥
田
勲
・
平
野
多
恵
・
前
川
健
一
編
『
明
恵
上
人
夢
記
訳
注
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
五

柴
﨑
照
和
『
明
恵
上
人
思
想
の
研
究
』
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
三

安
藤
俊
雄
「
治
病
方
と
し
て
の
天
台
止
観
―
智
顕
の
医
学
思
想
序
説
―
」（『
大
谷
大
学
研
究
年
報
』
二
三
、一
九
七
一
）

山
野
俊
郎
「
天
台
智
顗
の
医
学
思
想
序
説
」（『
真
宗
総
合
研
究
所
研
究
所
紀
要
』
三
、一
九
八
五
）

根
井
浄
「
中
世
の
聖
と
医
療
」（『
印
仏
研
』
五
一
、一
九
七
七
） 

寺
川
華
奈
「『
玉
葉
』
に
お
け
る
九
条
兼
実
の
湯
治
」（『
日
本
医
史
学
雑
誌
』
四
八–

三
、二
〇
〇
二
）

小
山
聡
子
『
親
鸞
の
信
仰
と
呪
術
―
病
気
治
療
と
臨
終
行
儀
―
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三

小
山
聡
子
「
平
安
時
代
に
お
け
る
モ
ノ
ノ
ケ
の
表
象
と
治
病
」（
小
山
聡
子
編
『
前
近
代
日
本
の
病
気
治
療
と
呪
術
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
二
〇
）

上
野
勝
之
『
夢
と
モ
ノ
ノ
ケ
の
精
神
史
―
平
安
貴
族
の
信
仰
世
界
―
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
三

福
永
勝
美
『
仏
教
医
学
詳
説
』
雄
山
閣
、
一
九
七
二

松
本
保
千
代
『
湯
浅
党
と
明
恵
』
宇
治
書
店
、
一
九
七
九

武
内
孝
善
「
理
明
房
興
然
伝
攷
―
理
明
房
興
然
伝
記
編
年
史
料
集
―
」（『
高
野
山
大
学
論
叢
』
一
八
、一
九
八
三
）

永
村
眞
『
中
世
醍
醐
寺
の
仏
法
と
院
家
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
〇

小
林
圓
照
「「
却
温
神
呪
」
成
立
の
背
景
と
首
楞
儼
思
想
」（『
臨
済
宗
妙
心
寺
派
教
学
研
究
紀
要
』
六
、二
〇
〇
八
）

小
林
圓
照
「
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
ー
リ
ー
疫
病
救
済
譚
と
『
却
温
黄
神
呪
経
』
の
編
成
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
一
一
七
、二
〇
〇
九
）
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孤
島
泰
凡
「
摩
怛
利
神
法
に
つ
い
て
」（『
真
言
宗
豊
山
派
総
合
研
究
院
紀
要
』
二
六
、二
〇
二
一
）

粕
谷
隆
宣
「
明
恵
と
宝
楼
閣
法
―
そ
の
受
容
・
背
景
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
密
教
学
研
究
』
四
八
、二
〇
一
六
）
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